
生産緑地買取申出の手続きの流れ（要件２）

申出者

農業委員会事務局

建築指導課

関係公共機関に照会し
て、公共用地として買
取るかどうかを検討

１か月

買取る
場合

買取らない
場合

農業希望者への斡旋

２か月

行為制限の解除
（買取り申出から
３か月後）

斡旋不調
斡旋成立

当事者間で交渉

従事者証明願い

従事者証明発行

時価で買取る旨の
通知以降、価格の
協議

買取らない旨と
農業希望者への斡
旋に入る旨を通知

行為制限解除の
通知

買取り申出

場所：都市計画課相 談
[ 生産緑地に関する相談会 ]
（農業従事者ご本人又はご家族の方からの
生産緑地に関する相談をお受けします。）

回答・農業従事者への斡旋等 注）必ず相談会で相談を行い、「買取申出
の要件に該当する」との判断を得たうえで、
以下の手続きを行ってください。

（農業委員会事務局
の窓口で公開）

概ね４～
５か月

毎月第２・第４水曜日
１３時～１６時


